
 
 
 

厚生労働省は、適切な労務管理下における「良質なテレワーク」の導入・定着促進のため、令和３年３月にテレワー

クガイドラインの改定を行いました。また、同年４月より「人材確保等支援助成金（テレワークコース）」を創設し、

中小企業事業主のテレワーク用通信機器等の導入・運用等の支援を行っています。 

 

さらに、このたび、「テレワーク・ワンストップ・サポート事業」として総務省と連携し、テレワークに関する労務

管理と ICT（情報通信技術）の双方について、ワンストップで相談できる窓口をテレワーク相談センターに設置し

たことが公表されました。これにより、テレワークを導入しようとする企業等に対し、ワンストップでの総合的な

支援を行うとのことです。以下にその概要をご案内いたします。 

 

 

【テレワーク・ワンストップ・サポート事業の概要】 

 

■相談対応 

テレワークの導入・実施時の労務管理や ICT（情報通信技術）に関する課題について、電話や電子メールにより相談

対応しています。 

 

 

【労務】テレワークに関する労務管理と ICTの双方について、ワンストップで相談できる窓口を設置 

 



■コンサルティングの実施 

専門的知識を有するテレワークマネージャーが、企業等からの要望に応じ、具体的な導入支援を行うコンサルティ

ングを実施しています。 

 

 

詳細につきましては、以下ホームページをご確認ください。 

「テレワーク相談センター」ホームページ：https://www.tw-sodan.jp/ 

 

 

 

 

 

参照ホームページ ［厚生労働省］ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26100.html 
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